
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜助成金情報＞  

 
 

2022年 3月発行 第103号 NPO市民活動団体情報誌 

ますだすまいる 通信 

第３４回 ＮＨＫ厚生文化事業団 

地域福祉を支援する「わかば基金」 

「わかば基金」は、地域に根ざした福祉活動を展開している
グループが、活動の幅を広げるための支援をしています。 
次の３つの方法で、ボランティアグループやＮＰＯの活動を応
援します。 
①支援金部門 
②災害復興支援部門 
③リサイクルパソコン部門 

〔助成金額〕  

支援金部門：１団体あたり最高１００万円 

災害復興支援部門：１団体あたり最高１００万円 

リサイクルパソコン部門：１団体につき３台まで 

〔申込締切〕 ３月３０日 

〔発 信 元〕 ＮＨＫ厚生文化事業団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 https://www.npwo.or.jp/info/21416 

 

【対象団体】 
ＮＰＯ法人 

市民活動団体 

福祉 （公財）ポーラ伝統文化振興財団 助成事業 

日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、伝統工
芸技術、伝統芸能、民俗芸能、行事の各分野で保存・伝
承・振興活動および調査・研究活動において、有効な成果
が期待できる事業に対し、補助的な援助を行います。 

〔助成金額〕 １件あたり３０～２００万円程度 

〔申込締切〕 ３月３１日 

〔発 信元〕 （公財）ポーラ伝統文化振興財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply. 

html 

【対象団体】 
ＮＰＯ法人 

市民活動団体 

文化 

令和４年度 砂防ボランティア基金 助成 

砂防ボランティア活動を実施する団体又は個人が行う以下
の土砂災害防止に貢献する活動に関し助成を行います。 
①砂防ボランティア活動を実施する団体又は個人が土砂
災害被災地域において実施するボランティア活動 
②砂防ボランティア活動を実施する団体又は個人が実施
する模範的な研究会、講習会等 
③特別枠 
・防災教育の教材づくり等 
・広報を目的とした過去の砂防ボランティア活動資料の整
理（ホームページ作成費用を含むことができる） 

〔助成金額〕 過去の助成金額５～１０万円程度 

〔申込締切〕 ３月３１日 

〔発 信 元〕 （一財）砂防フロンティア整備推進機構 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.sff.or.jp/yoryo_04/ 

 

【対象団体】 
ＮＰＯ法人 

市民活動団体 

まちづくり 

あしたの日本を創る協会「生活学校助成」 

近所のお年寄りや子どもたちの見守り、ごみの回収や資源リ
サイクル活動など、身近な地域や暮らしの問題に取り組むグ
ループの皆さま、生活学校に参加してみませんか。 
生活学校の趣旨に賛同し、参加を希望する地域活動団体
の募集を行い、活動経費の助成を行います。 

〔助成金額〕 ・生活学校への参加：６万円 

（初年度３万円、２年目３万円） 

・全国運動への参加：上限５万円 

〔申込締切〕 ４月３０日 

〔発 信 元〕 （公財）あしたの日本を創る協会 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.ashita.or.jp/sg2.ht,m 

 

【対象団体】 
ＮＰＯ法人 

市民活動団体 

まちづくり 

※各種助成金の詳細については、 

発信元のホームページをご覧ください。 

発行元：益田市市民活動支援センター 

益田市常盤町１番１号 益田市役所連携のまちづくり推進課内 

TEL:0856-31-0600 FAX：0856-23-7708  

E メ ー ル：ｎｐｏ@city.masuda.lg.jp 

 
２月から新しく

なりました！ 

 
 

 

市民活動支援センター情報の探し方 

 

益田市ホームページ下部にある 

【組織から探す】をクリック 

↓ 

【政策企画局】 

↓ 

【連携のまちづくり推進課】 

（市民活動支援センター/ＮＰＯ法人） 

連携のまちづくり推進課内ペ

ージに情報誌やセンター及び

ＮＰＯ法人の申請様式などが

掲載してあります。 

 

ＮＰＯ法人、市民活動団体の皆さま 

この度、３月３１日をもちまして、市民活動支援セン

ターを退職することとなりました。市民活動支援セン

ター職員となって３年、市民活動団体およびＮＰＯ法

人の皆さまには大変お世話になりました。センターで

の業務を通して、様々な方と出会い、たくさんのこと

を経験することができました。関わってくださった皆

さま、本当にありがとうございました。 

益田市市民活動支援センター 宮﨑 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

益田市内には地域の課題解決・活性化・つながりづくりなどそれぞれの特性を活かしながら活動をしている

ボランティア団体がいます。益田市市民活動支援センターでは、団体の活動支援や団体同士のつながりづく

りをお手伝いしています。 

※本センターのご利用は登録が必要になります。登録できる団体は次のとおりです。 

 ◇特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）  ◇公共または公益活動を行う団体 

 ◇まちづくりのためのボランティア団体 

～ 市民活動支援センター ５のキーワード ～ 

 

皆さんの「わからない」や「困った」という声を

お聞かせください。市民活動支援センターでは、

皆さんに寄り添い問題解決のお手伝いをしてい

ます。 

まずは、お気軽にご相談ください。 

①そうだん 

 

市民活動団体のスキルアップ研修など、皆さんの

ニーズに合わせた研修会や講座を開催！ 

皆さんの声を参考に、学びの場づくりを行います。 

（平成 28 年～30 年：NPO 事務局セミナー） 

③まなぶ 

 

市民活動支援センター登録団体だけの特典！ 

市民活動支援センターに登録すると、設置機器で

あるコピー機と印刷機が安価でご利用いただけま

す。 

利用料は次のとおりです。 

④つかう 

 

登録団体の皆さんの活動目的や活動内容、イベン

トなどの情報を集め、センターで毎月発行する情

報誌「ますだすまいる通信」や facebook、市ホー

ムページなどで情報を発信しています。 

②つたえる 

 

市民活動支援センターでは、行政、市民活動団体、

NPO 法人、地域自治組織などの多様な主体をつな

げる架け橋となり、活動の輪を広げるお手伝いをし

ます！ 

⑤つながる 

設置機器 利用料 

 

 

 

印刷機 

 

 

【製版代】 

製版 1枚 50円 

【インク代】 

印刷 200枚まで無料 

201枚から 200枚毎に 50円加算 

＊印刷機の用紙は利用者様の持ち込

みになります。 

 

 

 

複合機 

 

 

【コピーおよびプリント代】 

1枚 

カラー  全サイズ 30円 

モノクロ 全サイズ 5円 

【ファックス代】 

1枚   全サイズ 30円 

 

市民活動団体、行

政、地域を対象と

した交流会を実

施しています！ 

 

イベントや活動に積極的に参加し、皆さ

んの活動の様子や想いを広く伝えてい

ければと思います。 

申込用紙については、市 HP をご覧くだ

さい。 

 

 

益田市の特定非営利活動促進法施行細則に定める特定非営利活動法人の各種申請・届出等に係る関係書類

のうち、市に提出していただく書類については、市の「行政手続きの押印廃止に係る基本方針」に基づき、令和３

年９月２４日から一部押印廃止となっております。なお、押印のある書類についても従来どおり受理します。 

押印不要の書類は次のとおりです。 

【対象書類一覧】 

様式第１号 設立認証申請書 

様式第２号 設立（合併）登記完了届出書 

様式第３号 役員の変更等届出書 

様式第４号 定款変更認証申請書 

様式第５号 定款変更届出書 

様式第５号の２ 定款変更登記完了提出書 

様式第６号 解散認定申請書 

様式第７号 解散届出書 

様式第８号 清算人就任届出書 

様式第９号 残余財産譲渡認証申請書 

様式第１０号 清算結了届出書 

様式第１１号 合併認証申請書 

 補正書 

 事業報告書等提出書 

 就任承諾及び誓約書 

 確認書 

 設立趣旨書 

 社員総会議事録／理事会議事録（注） 

 （注１）社員総会議事録/理事会議事録の押印の扱いについては、各法人の定款の定めによります。定款で押印

が定められている場合、議事録を押印不要とするには定款変更（所轄庁の認証）が必要です。 

（注２）法務局への登記手続きの際、押印が必要となる場合があります。詳しくは法務局へお問合せください。 

（注３）認定ＮＰＯ法人に関する書類は、島根県ＮＰＯ活動推進室にご確認ください。 

 

押印の見直し（廃止について） 

益田市市民活動支援センター 

NPO ヒント    ～NPO法人諸手続きのガイドブック～ 

役員の変更について 

ＮＰＯ法人は、役員に関して変更があった場合は、所轄庁に役員変更届をします。（ＮＰＯ法 23） 

任期が満了した理事が新たに監事に就任する場合（役職変更）は、「理事」としては「任期満了」、「監事」

としては「新任」になります。 

任期満了後、続けて就任する場合は、「任期満了と同時に再任」することになりますので、「再任」として

届出をします。任期は２年以内と定められていますので、長くとも２年に１度は届出が必要です。 

ＮＰＯヒント 

市民活動支援センターに寄せられたＮＰＯ法人に関する質問やよくある間違いを「ＮＰＯヒント」として紹介します。 

 


